
　　

 

　

      

　

        
              

      
 　

 

    

正本堂解体・撤去の跡地には壮麗な『奉安堂』が建立され、日蓮大聖人様の出

世の本懐である根本・究極の『本門戒壇の大御本尊様』が厳護・奉安されており、

日本のみならず、世界中から参詣した正信の信徒達は、御法主日顕上人の御慈

悲により、『御開扉』を賜り、無始以来の罪障消滅を果たすことができる。

正本堂裁判 ・学会側全面敗訴 !!
正本堂裁判　39 件　宗門完全勝利 !!

判決一覧表

　【和解内容】　（東京高裁）（抜粋

と解説）

◆【本文】「第１　当裁判所は、次

の理由により、控訴人ら（日蓮正

宗側）が本件各訴えを取り下げ、

被控訴人ら（創価学会側）がいず

れもこれに同意して、本件訴訟を

終了させることを強く勧告する。」

▼【解説】⇒今回の『和解』は東

京高裁からの「強い勧告」であり、

日蓮正宗側が一方的に控訴を取り

下げたのではない。

 ◆【本文】「１　控訴人らは本件

各訴えを取り下げ、被控訴人らは

いずれもこれに同意する。」

▼【解説】⇒学会側もこの和解内

容に当然ながら同意している。

 ◆【本文】「第２、２　控訴人ら

及び被控訴人らは、相互に、今後、

上記第１、２記載の争点にかかる

事実の摘示、意見ないし論評の表

明をしない。」

▼【解説】⇒シアトル事件につい

て『事実だった！』とか言っては

ならない。

◆【本文】「追記 　和解条項第２、

２は、相互に名誉毀損にあたる行

為をしないことを確約する趣旨の

ものであり、同第１、２記載の争

点にかかる事実の存在を単純に否

認することはこれに抵触しない。」

▼【解説】⇒日蓮正宗側では『シ

アトル事件なんてまるで存在しな

かった』　と「単純に否定」してよ

い。

 民事訴訟法　第 262 条

「1　 訴訟は、訴えの取下げがあっ

た部分については、初めから係属

していなかったものとみなす。」

▼【解説】⇒東京地裁での係争も

その判決も当初から無かったこと

となる。 

『シアトル事件』 和解内容

●  30 年も前の『シアトル事件』なるものがあった、などという証明は、ほとんど不可能

である。

● 学会は「シアトル事件があった」等という報道はしてはならない。日蓮正宗側は「『シ

アトル事件』など元より存在していなかった」と否定してよい。

●この和解により東京地裁での一審判決は無効となる。

（※したがって学会側が「シアトル事件は事実だった」などと言えば、この和解内容に対

する重大な違反となり名誉毀損を形成することになる。法的措置を取る際の資料とする

ためにも違反当事者の氏名・住所・発言内容を記録させて頂く。）
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「
学
会
員
ら
が
、
無
償
の

精
神
で
正
本
堂
建
設
の
供

養
を
し
、
そ
の
御
供
養
に

よ
っ
て
功
徳
を
得
た
、
と

認
識
し
て
い
る
」
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し
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て
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な
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● 
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仏
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恩
感
謝
の
念
を
持
ち
、
真

心
の
御
供
養
を
し
て
い
く
こ

と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
功
徳

善
根
を
積
む
こ
と
が
で
き

る
』̶

̶

当
時
、
こ
う
し

た
「
正
し
い
指
導
」
に
則
っ

て
、
真
心
か
ら
の
正
本
堂
御

供
養
を
し
た
者
は
、
皆
、
応

分
の
功
徳
善
根
を
積
む
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

 　

そ
の
御
供
養
を
、
あ
た

か
も
契
約
行
為
の
対
価
か
何

か
と
し
て
納
め
た
よ
う
に
主

張
す
る
こ
と
自
体
、
本
義
を

違
え
た
大
き
な
間
違
い
で
あ

り
、
そ
の
上
、
仏
様
へ
差
し

上
げ
た
御
供
養
を
″
返
せ
″

と
訴
え
る
な
ど
、
完
全
な
信

仰
の
退
転
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
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